
第２号様式（第６条第１項）                            新設用  

道 路 内 平 行 私 有 管 譲 渡 に 関 す る 確 認 書 

   年   月   日  

（届出先） 

横浜市水道事業管理者 

（申請者） 

 住 所 

 氏 名                  

 

 

 電 話    （    ） 

  道路内に布設する平行私有管について、次のことを確認し、無償譲渡することに同意します。 

１ 個人費用で布設する道路内平行私有管を水道局へ無償譲渡する理由について 

  道路内平行私有管の維持管理の円滑を期するため、当該水道管の所有者の任意に基づき、無償で

水道局に譲り渡すものです。 

２ 新設する道路内平行私有管を水道局に譲渡する場合と譲渡しない場合の申請手続き･維持管理

費･占用料等の相違点について 

(1) 水道局に譲渡する場合 

（譲渡時期：工事完了後直ちに譲渡（即時譲渡）又は一年後譲渡の２通りがあります。） 

  ア 公道に布設する平行私有管を譲渡する場合 

・ 道路局への道路掘削占用申請手続き及び維持管理(老朽化等に伴う布設替)は、水道局で行

います。 

・ 道路占用料は、無料となります。 

  イ 私道に布設する平行私有管を譲渡する場合 

・ 私道について、水道局が当該水道管の布設場所を占用すること及び水道管の維持管理のた

め、土地を使用することについて、申請者が当該私道の土地所有者から承諾を得ることとな

ります。 

  なお、平行私有管の譲渡後は、水道局の所有となります。このため、水道局の所有となった以降

は、他の給水申込者による当該水道管からの分岐の申込があれば、給水能力内であることを条件に

分岐を認めることになります。 

  また、一年後譲渡の場合、工事完了後一年間は、当該水道管から分岐することについて、水道管

の所有者から分岐の同意が必要です。 

(2) 水道局に譲渡しない場合 

  ア 公道に布設する場合 

・ 道路局への道路掘削占用申請を申込者自ら行うと同時に、道路占用料を道路局へ納める必

要があります。 

・ 維持管理(漏水破裂修繕を除く老朽化等に伴う布設替)は、申請者が行います。 

  イ 私道に布設する場合 

・維持管理(漏水破裂修繕を除く老朽化等に伴う布設替)は、申請者が行います。 

※ 私有管の譲渡は、当該私有管の所有者の任意に基づくものですので、水道局は私有財産権を

侵害しません。 

 

法人の場合は、法人名、 

代表者の役職名・氏名 


